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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次

第61期

第３四半期

連結累計期間

第62期

第３四半期

連結累計期間

第61期

会計期間
自 2022年１月１日

至 2022年９月30日

自 2023年１月１日

至 2023年９月30日

自 2022年１月１日

至 2022年12月31日

売上高 (百万円) 39,244 39,926 54,687

経常利益 (百万円) 3,201 2,640 4,005

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益
(百万円) 2,303 1,729 2,665

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,595 4,531 4,590

純資産額 (百万円) 28,911 34,035 29,913

総資産額 (百万円) 54,083 58,177 54,459

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 304.91 234.76 355.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益
(円) － － －

自己資本比率 (％) 53.5 58.5 54.9

　

回次

第61期

第３四半期

連結会計期間

第62期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自 2022年７月１日

至 2022年９月30日

自 2023年７月１日

至 2023年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 126.11 78.01

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．当社は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」及び「従業員向け株式給付信託（J-ESOP）」を導入し

ており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期

（当期）純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況の分析（1）財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりですが、今後の当社グループの業績に与える影響につい

ては引き続き注視してまいります。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、経済活動の正

常化が一段と進み、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、資源・エネルギー価格をはじめ様々な物

価の上昇や欧米諸国での金融引き締め政策等による為替相場の急激な円安の進行など、依然として先行き不透明な

状況が続いております。

　当アパレル・ファッション業界におきましては、物価上昇の影響等による生活防衛意識が高まることが懸念され

るものの、外出機会の増加やインバウンド消費が伸長するなど総じて回復基調で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは、当事業年度を最終年度とする「中期経営計画」で掲げる重点政策を、経

営環境の変化に柔軟に対応しながら、継続的に推し進めてまいりました。EC事業の強化策に取り組むとともに、行

動制限の緩和に伴い店舗販売にも注力してまいりました。また、不採算事業の終了など、徹底した効率経営にも努

めてまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、９月末まで続いた猛暑の影響で日本・韓国事業

で秋物販売は苦戦したものの、韓国事業でのセール販売が増加し、399億２千６百万円(前年同期比1.7％増)、一方、

利益につきましては、秋物商品の販売が苦戦したことに加え、為替レートの急激な変動によるインポートブランド

の仕入価格の上昇に伴い原価率が上昇した結果、営業利益は21億３千７百万円(前年同期比22.2％減)、経常利益は

26億４千万円(前年同期比17.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は17億２千９百万円(前年同期比24.9％

減)となりました。

セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。

　

(アパレル関連事業)

「日本」につきましては、直営店や百貨店の集客が回復したことやインバウンド消費が伸長したことにより、主

力ブランドである「A.P.C.」や「マリメッコ」が堅調に推移いたしましたが、アパレルブランドの「スキャパ」や

「キース」においては、前年は好調に推移した秋物商品の販売が猛暑の影響により店舗及びECともに苦戦いたしま

した。EC事業においては、自社ECサイトでの購入商品の店舗受取りサービス拡大やラッピングサービスの充実、SNS

による発信を強化するなど、お客さまの利便性向上に引き続き取り組んでおりますが、店舗での販売が伸長したこ

とに比べて厳しい結果となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は174億３千２百万円(前年同

期比0.0％減)、一方、営業利益は秋物販売の苦戦に加え、円安の進行による影響でインポートブランドの仕入価格

が上昇したことなどにより11億７千４百万円(前年同期比3.3％減)となりました。

　「韓国」につきましては、韓国経済において景気の持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染

症の行動制限が解除され、海外旅行先での消費活動が活発化するなどの影響で、韓国内では百貨店をはじめとする

商業施設において集客が厳しい状況が続いており、株式会社アイディールック、株式会社アイディージョイにおい

ても厳しい状況が続いております。このような環境の中、株式会社アイディールックにおいて、百貨店と共同で集

客を促すプロモーションを実施するなど売上拡大策に取り組むとともにアウトレット店舗等でのセール販売の強化

にも注力いたしました。しかしながら、韓国においても秋物商品の販売が苦戦し、セール販売比率の増加により売

上総利益率が低減いたしました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は205億６千２百万円(前年同期比

3.1％増)、営業利益は14億１千７百万円(前年同期比35.1％減)となりました。

　「欧州」につきましては、小売事業において米国や欧州域内からの観光客が回復し順調に推移いたしました。ま

た、主力の卸売事業も引き続き堅調に推移した結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33億１千３百万円(前年
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同期比9.1％増)、営業利益は４千３百万円(前年同期は８千７百万円の営業損失)となりました。

　「その他海外」（香港・中国・米国）につきましては、米国において「イル ビゾンテ」の小売事業、卸売事業と

も売上高が増加した一方、採算性が悪化した香港、中国の事業を終了いたしました。その結果、当第３四半期連結

累計期間の売上高は２億４千９百万円(前年同期比29.0％減)、営業損失は４千２百万円(前年同期は５千万円の営業

損失)となりました。

これらの結果、アパレル関連事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は415億５千８百万円(前年同期比1.9％

増)、営業利益は25億９千２百万円(前年同期比20.5％減)となりました。

(生産及びOEM事業)

「生産及びOEM事業」につきましては、株式会社ルックモードにおいて、主にグループ内への売上高が増加した

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は19億３千１百万円(前年同期比2.4％増)となりました。また、生産体

制の一部見直しなどの効率化にも取り組んだ結果、営業利益は９千１百万円(前年同期比112.3％増)となりまし

た。

　

(物流事業)

「物流事業」につきましては、株式会社エル・ロジスティクスにおいて、グループ内への売上高が減少した結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は８億７千１百万円(前年同期比3.3％減)、営業利益は２千８百万円(前

年同期比38.1％減)となりました。

(飲食事業)

「飲食事業」につきましては、株式会社ルックが展開する「ジェラテリア マルゲラ」において、当第３四半期

連結累計期間の売上高は６百万円(前年同期比85.8％減)、営業損失は６百万円(前年同期は１千８百万円の営業損

失)となりました。なお、「ジェラテリア マルゲラ」は今後の採算性が見込めないため2023年４月をもって終了

しております。

② 財政状態の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、商品及び製品が28億９千３百万円、投資有価証券が11億３千７百万円、

それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ37億１千７百万円増加し、581億７千７百万円となりま

した。

負債は、借入金が４億８千７百万円、未払法人税等が４億３千１百万円、それぞれ減少しましたが、支払手形及

び買掛金が４億８千５百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億４百万円減少し、241億４千１

百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が12億６千６百万円、為替換算調整勘定が19億１千８百万円、それぞれ増加したことなど

により、前連結会計年度末に比べ41億２千１百万円増加し、340億３千５百万円となりました。

これらの結果、自己資本比率は、58.5％となりました。

(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(5) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当第３四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

について重要な変更はありません。

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

　

② 【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2023年11月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 7,755,313 7,755,313
東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数100株

計 7,755,313 7,755,313 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2023年７月１日～

2023年９月30日
－ 7,755,313 － 6,422 － 1,712

　

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2023年６月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　

① 【発行済株式】

2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 11,500
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,151 ―
7,715,100

単元未満株式 普通株式 28,713 ― ―

発行済株式総数 7,755,313 ― ―

総株主の議決権 ― 77,151 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)、ルッ

クホールディングス従業員持株会専用信託が所有する当社株式が110,200株(議決権1,102個)、株式会社日本

カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式が254,500株（議決権2,545個）含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

2023年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ルックホールディングス

東京都港区赤坂
８丁目５番30号

11,500 － 11,500 0.15

計 ― 11,500 － 11,500 0.15

（注）上記には、ルックホールディングス従業員持株会専用信託が所有する当社株式110,200株および株式会社日本

カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式254,500株を含めておりません。

２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2023年７月１日から2023年

９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(2023年１月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,240 7,495

受取手形及び売掛金 ※ 5,811 ※ 5,419

商品及び製品 10,701 13,594

仕掛品 1,129 834

原材料及び貯蔵品 462 529

その他 735 926

貸倒引当金 △44 △54

流動資産合計 28,035 28,744

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,253 2,310

土地 576 611

その他（純額） 992 1,115

有形固定資産合計 3,823 4,038

無形固定資産

マーケティング関連資産 10,981 11,920

のれん 3,259 3,475

その他 714 1,022

無形固定資産合計 14,955 16,418

投資その他の資産

投資有価証券 3,140 4,277

退職給付に係る資産 270 524

繰延税金資産 1,689 1,666

敷金 2,167 2,180

その他 569 463

貸倒引当金 △193 △137

投資その他の資産合計 7,644 8,974

固定資産合計 26,424 29,432

資産合計 54,459 58,177
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※ 3,317 ※ 3,802

短期借入金 2,530 2,751

1年内返済予定の長期借入金 1,686 2,136

未払金 102 162

未払費用 2,267 2,051

未払法人税等 1,043 612

未払消費税等 333 131

賞与引当金 177 324

ポイント引当金 8 8

事業構造改善引当金 20 2

資産除去債務 78 65

その他 ※ 652 406

流動負債合計 12,219 12,455

固定負債

長期借入金 7,669 6,511

繰延税金負債 3,505 3,911

退職給付に係る負債 253 299

役員退職慰労引当金 － 34

株式給付引当金 14 39

資産除去債務 235 219

その他 646 670

固定負債合計 12,325 11,686

負債合計 24,545 24,141

純資産の部

株主資本

資本金 6,406 6,422

資本剰余金 1,675 1,691

利益剰余金 19,337 20,603

自己株式 △677 △655

株主資本合計 26,741 28,061

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 915 1,551

繰延ヘッジ損益 △17 0

為替換算調整勘定 2,232 4,150

退職給付に係る調整累計額 41 270

その他の包括利益累計額合計 3,172 5,974

純資産合計 29,913 34,035

負債純資産合計 54,459 58,177
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年９月30日)

売上高 39,244 39,926

売上原価 15,060 16,059

売上総利益 24,184 23,866

販売費及び一般管理費 21,435 21,729

営業利益 2,748 2,137

営業外収益

受取利息 31 44

受取配当金 40 60

為替差益 369 320

業務受託料 5 －

その他 125 224

営業外収益合計 572 649

営業外費用

支払利息 66 73

固定資産除却損 12 24

その他 41 48

営業外費用合計 119 146

経常利益 3,201 2,640

特別利益

関係会社貸倒引当金戻入額 － 52

助成金収入 ※１ 14 －

資産除去債務戻入益 1 7

その他 － 4

特別利益合計 16 65

特別損失

関係会社株式評価損 － 49

臨時休業等による損失 ※２ 8 －

減損損失 ※３ 61 ※３ 55

ブランド撤退損失 － ※４ 54

その他 5 －

特別損失合計 74 159

税金等調整前四半期純利益 3,142 2,545

法人税等 839 816

四半期純利益 2,303 1,729

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,303 1,729

　



― 12 ―

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年９月30日)

四半期純利益 2,303 1,729

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 158 635

繰延ヘッジ損益 6 17

為替換算調整勘定 1,266 1,918

退職給付に係る調整額 △139 229

その他の包括利益合計 1,292 2,801

四半期包括利益 3,595 4,531

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,595 4,531
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社において、税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合については、重要な加減算項目を加味し、法定実効税率を使用して計算しております。

　

(追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の影響に係る会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に係る会計上の

見積りの仮定について、重要な変更はありません。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行してお

ります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算

制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務

対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第

42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型

従業員持株インセンティブ・プラン」（以下、「本プラン」といいます。）を導入しております。

(1) 取引の概要

本プランは、「ルックホールディングス従業員持株会」（以下「持株会」といいます。）に加入するすべ

ての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ルックホールデ

ィングス従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、６年４ヶ月

の期間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得します。その後は、従持信託から持

株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額

が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。

なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落

により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の

借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度164百万円、120千

株、当第３四半期連結会計期間142百万円、104千株であります。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度150百万円、当第３四半期連結会計期間120百万円

（従業員向け株式給付信託（J-ESOP））

当社は、当社の株価や業績と当社および当社グループの従業員（以下「従業員」といいます。）の処遇の連

動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士

気を高めるため、従業員に対して当社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託（J-ESOP）」

（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

(1) 取引の概要

本制度は、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考にした信託型のスキームであり、予

め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みで

す。

当社は、従業員に対し職位等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該

付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した

金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

　



― 14 ―

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度499百万円、254千

株、当第３四半期連結会計期間498百万円、254千株であります。

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前連結会計年度末日及び当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年

度末日満期手形が、前連結会計年度末残高及び当第３四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年９月30日)

受取手形及び売掛金 1百万円 0百万円

支払手形及び買掛金 33 10

流動負債(その他) 1 －

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 助成金収入の内容は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金、大規模施設等協力金及び感染拡大防止協力金等であります。

※２ 臨時休業等による損失の内容は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う休業等により発生した固定費（人件費等）を臨時休業等による損失とし

て特別損失に計上しております。

※３ 減損損失の内容は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

場所 用途 種類

東京都中央区、他 事業用資産

建物及び構築物、

有形固定資産その他

(工具、器具及び備品)

当社グループは店舗を基本とした単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。

事業用資産につきましては、営業活動から生じる損益がマイナスとなることが見込まれるため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額61百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、正味売却価額は処分見込額により評価しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日　至 2023年９月30日)

場所 用途 種類

韓国ソウル市、他 事業用資産

建物及び構築物、

有形固定資産その他

(工具、器具及び備品)

当社グループは店舗を基本とした単位をキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。

事業用資産につきましては、営業活動から生じる損益がマイナスとなることが見込まれるため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額55百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、回収可能価額は正味売却価額によっており、正味売却価額は処分見込額により評価しております。
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※４ ブランド撤退損失の内容は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)

棚卸資産評価損 －百万円 49百万円

店舗解約違約金 － 4

計 － 54

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)

減価償却費 1,038百万円 1,057百万円

のれんの償却額 142 157

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月30日

定時株主総会
普通株式 308百万円 40円00銭 2021年12月31日 2022年３月31日 利益剰余金

（注）配当金の総額308百万円には、ルックホールディングス従業員持株会専用信託口に対する配当金支払額６百万円

を含んでおります。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日　至 2023年９月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

2023年３月29日

定時株主総会
普通株式 463百万円 60円00銭 2022年12月31日 2023年３月30日 利益剰余金

（注）配当金の総額463百万円には、以下に対する配当金支払額を含んでおります。

　・ルックホールディングス従業員持株会専用信託口：７百万円

　・株式会社カストディ銀行（信託Ｅ口）：15百万円

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

アパレル関連事業 生産
及び

OEM事業

物流
事業

飲食
事業

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 韓国 欧州

その他
海外

計

売上高

外部顧客への
売上高

17,415 19,920 1,116 351 38,803 394 3 42 39,244 － 39,244

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

18 22 1,920 － 1,961 1,492 897 1 4,352 △4,352 －

計 17,433 19,943 3,036 351 40,765 1,887 901 43 43,597 △4,352 39,244

セグメント利益
又は損失(△)

1,214 2,182 △87 △50 3,259 42 45 △18 3,329 △580 2,748

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、マーケティング関連資産及びのれんの償却額△441百万円、

セグメント間の取引に関わる調整額1,363百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,502百万

円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

［関連情報］

地域ごとの情報

売上高

(単位：百万円)

日本 韓国 欧州 香港 中国 米国 合計

17,855 19,920 1,116 119 24 208 39,244

（注）欧州に属する主な国または地域：イタリア、フランス

　



― 17 ―

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

アパレル関連事業 生産
及び

OEM事業

物流
事業

飲食
事業

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 韓国 欧州

その他
海外

計

売上高

外部顧客への
売上高

17,428 20,503 1,368 249 39,550 359 9 5 39,926 － 39,926

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

4 58 1,944 － 2,007 1,571 861 0 4,441 △4,441 －

計 17,432 20,562 3,313 249 41,558 1,931 871 6 44,368 △4,441 39,926

セグメント利益
又は損失(△)

1,174 1,417 43 △42 2,592 91 28 △6 2,705 △568 2,137

(注) １．セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、マーケティング関連資産及びのれんの償却額△487百万円、

セグメント間の取引に関わる調整額1,447百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,527 百

万円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

［関連情報］

地域ごとの情報

売上高

(単位：百万円)

日本 韓国 欧州 香港 中国 米国 合計

17,803 20,503 1,368 － － 249 39,926

（注）欧州に属する主な国または地域：イタリア、フランス
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日　至 2022年９月30日)

売上高（百万円）

顧客との契約から
生じる収益

アパレル関連事業

日本

小売 11,890

卸売 1,895

ＥＣ 3,628

計 17,415

海外

韓国 19,920

欧州 1,116

その他海外 351

計 21,388

計 38,803

生産及びOEM事業 394

物流事業 3

飲食事業 42

計 39,244

その他の収益 －

外部顧客への売上高 39,244

（注）１．アパレル関連事業 - 日本の「小売」は、主にＥＣを除く店舗（百貨店、直営店、フランチャイズ店など）に

おける売上高になります。

２．売上高の数値は連結消去後のものになります。
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当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日　至 2023年９月30日)

売上高（百万円）

顧客との契約から
生じる収益

アパレル関連事業

日本

小売 12,158

卸売 2,040

ＥＣ 3,229

計 17,428

海外

韓国 20,503

欧州 1,368

その他海外 249

計 22,122

計 39,550

生産及びOEM事業 359

物流事業 9

飲食事業 5

計 39,926

その他の収益 －

外部顧客への売上高 39,926

（注）１．アパレル関連事業 - 日本の「小売」は、主にＥＣを除く店舗（百貨店、直営店、フランチャイズ店など）に

おける売上高になります。

２．売上高の数値は連結消去後のものになります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)

１株当たり四半期純利益 304円91銭 234円76銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円) 2,303 1,729

普通株主に帰属しない金額（百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円)
2,303 1,729

普通株式の期中平均株式数(株) 7,553,066 7,368,398

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」及び「従業員向け株式給付信託（J-ESOP）」を導入

しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半

期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は以下のとおりであります。

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

前第３四半期連結累計期間138,702株、当第３四半期連結累計期間113,182株

（従業員向け株式給付信託（J-ESOP））

前第３四半期連結累計期間26,170株、当第３四半期連結累計期間254,621株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
　 該当事項はありません。

　

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2023年11月９日

株式会社ルックホールディングス

取締役会 御中

　

太陽有限責任監査法人

東京事務所

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 新 井 達 哉 ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 橋 康 之 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ルック

ホールディングスの2023年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2023年７月１

日から2023年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年１月１日から2023年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ルックホールディングス及び連結子会社の2023年９月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　




